
 

 
 
 
 
 
 
 

令 和 ５ 年 ３ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 録  

 
 

 日 時  令和５年３月１７日（金󠄀）午前１０時～午前１１時１０分     
 

 

場 所 

 

扶桑町立扶桑中学校（扶桑町児童センター） 
 

 

出席者 

 

教育長       澤木貴美子 

 

 

生涯学習課長        仙田剛宏 

教育長職務代理者  松山信雄  文化会館長         小川健 

 教育委員      千田まち子  学校教育担当主幹兼指導主事 

教育委員      江口夏世             寺谷裕良 

教育委員      千田正仁  学校教育課主幹         堀場葉子 

教育次長兼学校教育課長          学校教育指導員         大澤外美 

           志津野郁    

         
 

 
   

 

 

 

議 題 

 

 

及 び 

 

 

結 果 

 

２ 協議事項 

 

 

（１）教職員人事について 

  （２）令和５年度要・準要保護児童生徒の認定について      承認  

  （３）令和５年度学校体育施設スポーツ開放利用登録団体の認可について 

                                承認 

 （４）後援依頼について                    承認 

 （５）当面の諸課題について 

  

   

３ 連絡事項  

 （１）指定外就学について 

 （２）行事予定表について 

  

 

 ４ その他 

 

 
 

                                        



 

 

 

 

令和５年３月定例教育委員会会議録 

 

日時 令和５年３月１７日（金󠄀） 

                                                   午後１時３０分 

場所 扶桑町立扶桑中学校 

  （扶桑町児童センター） 

１ あいさつ 

 

２ 協議事項   

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育長 

 

 

 

 

 

指導主事 

教育長 

 

 

指導主事 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

 

教育委員 

（１）教職員人事についてお願いします。 

 先日、３月１４日の丹葉事務協で、人事の内示がございました。教育委

員の皆さんには、人事資料をお渡ししております。２冊の資料です。扶桑

町の教職員人事の一覧表の冊子と丹葉管内全体の異動者名簿です。扶桑町

教職員人事の一覧表につきましては前回提示し、皆さんにご承認をいただ

き、その後変更もなくよろしいかと思います。それでは、ご説明させてい

ただきます。〔資料に基づき説明〕以上ご報告とさせていただきます。 

 教職員人事につきまして、ご意見・ご質問等はよろしかったでしょうか。 

 教職員への内示は、本日１７日です。なお、新聞発表は、３月３０日（木）

となっております。この資料につきましては、後ほど回収させていただき

ます。 

それでは（２）令和５年度要・準要保護児童生徒の認定についてお願い

します。 

別紙１をご覧ください。令和５年度、来年度の要・準要保護児童生徒の

申請名簿です。［別紙１で各校の内訳説明］柏森小学校から扶桑東小学校

まで４校の児童は合計９７名、２中学校の生徒は合計６５名になります。

それぞれ認定要件も記載されております。令和４年度との比較につきまし

ては、児童が４名増え、生徒も２名増えています。以上、３月時点での人

数となります。よろしくお願いします。 

この件につきまして、ご質問等よろしかったでしょうか。ないようです

ので、（２）令和５年度要・準要保護児童生徒の認定につきましてご承認

いただけますでしょうか。 

はい。 



指導主事 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

指導主事 

 

 

教育委員 

指導主事 

主幹 

 

指導主事 

教育委員 

 

 

指導主事 

 

 

教育委員 

指導主事 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に（３）令和５年度学校体育施設スポーツ開放利用登録団体の認可に

ついてお願いします。 

別紙２をご覧ください。令和５年度学校体育施設スポーツ開放利用の登

録団体です。子ども会や地区の方など９５団体の方々です。なお、この後、

令和５年度になりまして、随時登録の団体もあるかと思いますが、その際

は、生涯学習課、教育委員会にお任せいただきたいと思います。〔別紙２

により説明〕以上、よろしくお願いします 

 この令和５年度学校体育施設スポーツ開放利用登録団体の認可につい

て、ご質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

ないようですので、ご承認いただけますでしょうか。 

はい。 

 続きまして、（４）後援依頼についてお願いします。 

後援依頼について、今月は１件の申請がありました。それでは①「親子

で作文・スクラップ教室」について説明します。［①の説明］ 以上です。 

 後援依頼についてご質問等はありますか。 

 予約制で１５組ということで少ないですね。新聞の活用で「読解力」「情

報処理能力」「表現力」などを鍛えるということであれば、内容的にも先

生方も参加できるといいですね。 

 先生方は、新聞店などが出前授業で新聞活用について学んでもいます。 

 その他、ご質問等ございますか。ないようですので、ご承認いただけま

すでしょうか。 

はい。 

 それでは、（５）当面の諸課題についてお願いいたします。 

別紙、扶桑町教育委員会３月当面の諸課題をご覧ください。 

 学校教育についてお願いします。 

新型コロナの感染状況についてです。別紙「感染状況一覧」をご覧くだ

さい。［２月の感染状況と中学校卒業式の様子について説明］ 

小学校の卒業式は、本日６年生の修了式や卒業式の練習などして月曜日

の卒業式を迎える準備をしているところです。 

扶桑町聴講生修了式を３月２４日（金󠄀）中央公民館で行います。本年度

は４名の方が聴講されました。来年度は、１名の方は聴講されませんが、

３名の方が継続して聴講されます。 

 教職員退職辞令伝達式、感謝状の贈呈を３月３１日（金󠄀）１３時３０分

に役場大会議室で行います。今年度は、定年退職が教頭先生と２名の先生、

定年前の普通退職が２名で、合計５名の先生方々が退職です。 

 教職員辞令伝達式は４月１日、２日が休みですので、３日（月）１１時

より、扶桑町中央公民館で予定しています。教育委員の皆様には、壇上で



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のご出席をしていただきますのでよろしくお願いします。 

 入学式は、小学校４月６日（木）中学校４月７日（金󠄀）に実施し、給食

も次の週から始まります。 

 次に生涯学習に移ります。 

 ミステリーウォークを３月１２日（日）実施することが出来ました。本

年度、６回目になるということで、山名方面へのミステリーウォークでし

た。いろいろ工夫された内容で、コースにある施設や名称など学習もあり、

町民の方と楽しく私も参加させていただきました。 

 今後の生涯学習課の予定として、扶桑町子ども会連絡協議会総会が３月

１９日（日）、地域学校協働活動推進員会が３月２２日（水）、文化財保護

審議会が３月２３日（木）にあります。 

 続きまして報告・連絡事項です。 

 ３月１４日、丹葉地方教育事務協議会が開催され、松山・千田教育委員

さんに出席していただきました。そこで定期人事異動内申がありました。 

 今後は、幹事会が４月７日（金󠄀）岩倉市役所であります。令和５年度の

丹葉地方教育事務協議会が、４月１４日（金󠄀）に岩倉市総合体育文化セン

ターで予定されています。よろしくお願いします。なお、４月１３日（木）

に愛知県町村教育長協議会役員会があります。 

話題として、いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（平成２９

年３月 文部科学省）について紹介します。 

［目次から、以下、項目を挙げ説明。 ①学校の設置者及び学校の基本姿

勢 ②重大事態を把握する端緒 ③重大事態の発生報告 ④調査組織の

設置 ⑤被害児童生徒・保護者等に対する調査方針の説明等 ⑥調査の実

施 ⑦調査結果の説明・公表 ⑧個人情報の保護 ⑨調査結果を踏まえた

対応 ⑩地方公共団体の長等による再調査。また、これまでいじめ（疑い

も含む）により、全国の教育委員会等で重大事態として扱った事例や本町

での現状について報告があった。］ 

 いじめをなくすには、「教員に子ども達と向き合う時間を取り戻すこと

が何より大事」と捉え、「子どもの命と尊厳のため」にこそ、学校も教育

委員会も全力を注ぎたいものです。私からは以上です。 

 

３ 連絡事項 

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育次長 

 

 

次に移りたいと思います。（１）指定外就学についてお願いします。 

別紙３をご覧ください。令和５年度指定外就学届です。私立中学校へ

就学する児童の名簿です。２月の定例教育委員会後、私立中学校へ就学

する届出がありましたのでご報告いたします。［別紙３説明］ 



指導主事 

教育次長及び

各課長 

続きまして（２）行事予定表についてお願いします。 

別紙４をご覧ください。［別紙４の説明］ 

 

 

４ その他 

発言者 発言の要旨 

指導主事 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他、何かございますか。 

３月定例会において、５名の議員から一般質問がありましたのでご報告

させていただきます。質問と答弁の要旨を申しあげます。 

お一人目、澤田憲宏議員からは、「郷土芸能の保存・伝承」について、

現状と取り組みについてのご質問でした。 

扶桑町におきましては１３地区の神楽囃子保存会がございます。コロナ

感染症の影響で人数の確保や活動も制限されています。郷土芸能の伝承と

世代間交流の大切な場と考えておりますので、発表の機会を設けるよう計

画していくと、答弁しました。 

お二人目の大河原光雄議員からは、「小中学校の健康と体力について」

で、体力向上への取り組みについての質問でした。 

「体力テスト」では、愛知県が全国最下位のため、扶桑町は平均を上回

る結果ではありますが、子どもの体力低下が危惧されるところでありま

す。コロナによる制限が緩和されることにより、外遊びの奨励や体を動か

すことに親しむよう考えていきます。中学校の部活動地域移行につきまし

ては、様々な種目の受け皿を用意していきたいと考えています。また、こ

の部活動で公共施設を利用する場合は、使用料は減免していく予定であり

ますと、答弁しました。 

３人目の兼松伸行議員からは、「小学校の動物飼育について」現状と今

後の飼育の考えのご質問でした。 

生き物への親しみを持ち、命の大切さを実感するため、学校ごとの考え

で、ウサギ、インコを飼育していますが、休日の世話など教職員の負担に

なることが多いため、地域ボランティアに協力をお願いすることも考えて

いきますが、さらなる充実は難しいと考えていますと、答弁しました。 

４人目の荒木浩三議員からは、「地下道の維持、点検について」のご質

問でした。 

文化の小径の地下道としての安全性、快適性は重要であるため、定期的

な清掃に留意するとともに､修繕についても計画的に実施していきます。

防犯につきましては総務課、県、犬山署と事案を注視して、防犯ベルの設

置も判断していきますと、答弁しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

最後、５人目の髙木義道議員から「学校給食について」補助の動向と今

後の方向性についてのご質問でした。 

学校給食の補助、無償化とする自治体が全国的に増加しています。県内

でも豊根村、飛島村が無償化の実施をいたします。近隣市町でもそれぞれ

の考えで補助をしていきますが、扶桑町では第３子以降無償化の継続と令

和５年に限り、値上げ分２０円の公費負担の実施をいたします。これ以上

の補助の拡大は現段階では考えていませんが、今後の経済の回復状況を確

認しながら、その都度の判断をしていくことになります。子育て支援策を

充実させ、子育てしやすい町を目指してまいりますと、答弁しました。以

上、５名の議員の一般質問の内容と答弁を報告させていただきました。 

ご質問等ございますか。ご質問もないようですが、その他、何かござい

ますか。ないようですので、以上で３月定例教育委員会を閉会します。  

  

 


